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会議録 

附属機関又は 

会議体の名称 
第29回 豊島区景観審議会デザイン検討部会  

事務局（担当課） 都市整備部 都市計画課 

開催日時 令和4年8月4日（木） 15時07分～15時46分 

開催場所 Web開催 

会議次第 

１．開会 

２．議事  

 議事１：事前協議案件 

 ３．閉会 

公開の

可否 

会議 
 ■公開  □非公開  □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由  

会議録 
 ■公開  □非公開  □一部非公開 
 非公開・一部非公開の場合は、その理由  

出席者 

委員 

志村 秀明（芝浦工業大学建築学部建築学科教授）  

篠沢 健太（工学院大学建築学部まちづくり学科教授）  

加藤 幸枝（有限会社クリマ代表取締役）  

事務局 都市計画課 届出・許認可グループ 

その他 - 

傍聴者 なし 
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審議経過 

１.開会 

（事務局） 

・皆様、本日はお忙しいなかご出席いただきまして誠にありがとうございます。  

お時間となりましたので、第２９回豊島区景観審議会デザイン検討部会を開会い

たします。 

・昨今の新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、昨年に引き続き本日の会議も

Webによる開催とさせていただきました。途中、音声が聞き取りづらい等、何か

ございましたらおっしゃっていただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

・本日は、景観審議会委員の任期が改まりまして初めての部会となります。部会員

６名の先生方におかれましては、６名全員とも前任期より引き続きご就任いただ

くこととなりました。今後とも、豊島区の景観行政につきまして、ご指導、ご鞭

撻賜りたく、この場をお借りしましてよろしくお願い申し上げます。 

・続きまして、部会長、副部会長人事についてご連絡申し上げます。昨年度末の景

観審議会におきまして、部会長に志村委員、また、本日ご欠席ではございますが、

副部会長に村木委員に、こちらも引き続きご就任いただくことで、審議会委員の

皆様よりご了承をいただいております。志村先生、村木先生、何卒よろしくお願

いいたします。それでは、以降の進行は、志村部会長にお願いいたします。  

（志村部会長） 

・皆様、こんにちは。それでは、議事日程に従って進行してまいります。まず、委

員の出欠について事務局よりご報告ください。  

（事務局） 

・委員の出欠でございますが、本日は後藤委員、沼田委員、村木委員がご欠席でご

ざいます。豊島区景観条例施行規則第３５条第２項に規定します定足数を満たし

ておりますことをご報告いたします。  

（志村部会長） 

・ありがとうございます。続いて、本日の議事及び資料について事務局よりご案内

ください。 

（事務局） 

・本日の議事は次の１件となります。「議事１.景観事前協議案件について」です。 

次に、資料についてご説明をいたします。議事１の資料といたしまして、「資料
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１及び参考資料１、事前協議案件１」、こちらは資料と参考資料を１つにおまと

めしております。 

・本日の会議資料でございますが、事前の発送が遅くなり、大変申し訳ございませ

んでした。紙の資料がお手元に届かなかった先生方におかれましては、大変恐れ

入りますが、Web上よりダウンロードしていただく形でご確認いただきますよう

お願いします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

（志村部会長） 

・次に、傍聴希望について事務局よりお願いします。  

（事務局） 

・本日は、傍聴希望の方は来ておりません。  

（志村部会長） 

・それでは議事１に入ります。説明者にもお入りいただきます。事務局は入室の対

応をお願いします。 

（事 業 者 入 室） 

 

２. 議事 

 

議事１：事前協議案件 

 

（志村部会長） 

・それでは、事業者より説明をお願いします。  

 

（事業者） 

 

＜資料を説明＞ 

 

 

（志村部会長） 

・案件の説明、ありがとうございました。それでは、委員の皆様、意見をお願いい

たします。挙手マークを出していただくか、カメラで手を挙げていただいても結

構です。篠沢先生、お願いいたします。  
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（委員） 

・ご説明ありがとうございました。措置状況説明書の配置の箇所に、「歩道の街路

樹と連続するように、前面道路に沿うように植栽帯を設け」とありますが、「街

路樹」とは何を意味していますか。 

（事業者） 

・街路樹。 

（委員） 

・特に樹種を考慮したというわけではなく、緑地帯としてつなげるということです

か。 

（事業者） 

・はい、そのとおりです。  

（委員） 

・あともう１点、同じ項目の中に「都市の中の小さな森」という記述があります。

先程常緑樹を植えるという説明がありましたが、小さな森のこだわりと言います

か、こだわって樹種を選ばれたというようなことはありますか。 

（事業者） 

・今回、デザイン監修ということで参加させていただいております。先生、ご質問

ありがとうございました。  

・まず、１点目の沿道緑化について申し上げます。メインのファサードとして、今

回東側の明治通りに対して列植の植栽をします。こちらに関しては、ご指摘のと

おりで、樹種を合わせるというよりも常に目に触れられるという意味で、高さ３

ｍ、２ｍの常緑の樹種を連続させることで、景観や街並みに配慮したいと考えま

した。 

・次に、この図面上、右下側の「小さな森」についてですが、まとまった緑化がこ

の沿道にはあまりないのですよね。建物の角というのは、町に開かれるいちばん

のポイントであると考えます。したがいまして、ここも常緑としてまとまった緑

量のある植種で、強い植種であるシラカシ、ソヨゴをメインに配置させていただ

いて、常にクールスポットとして街に寄与するような小さな森を配置し、街並み

にも寄与、ひいては緑化を助長する、周辺の街並みに緑化を助長するような緑化

という意図で設けさせていただきました。以上です。  

（委員） 

・ありがとうございます。いろいろと内容についての意見を申し上げても大丈夫で
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すか。志村先生。 

（志村部会長） 

・はい、お願いいたします。  

（委員） 

・まず、東南角のシマトネリコについて。いつも景観審議会等での植栽計画の説明

にシマトネリコが示されている場合、「あえて植えているのか、それともなんと

なく植えているのか」をお聞きしているのですが、今回もそれをお聞きしたい。

それが１点目です。 

・もう１点は、小さな森の内側のエントランスホールは、吹き抜けが２層まである

にもかかわらず、何をする空間なのかはっきりと分かりませんでした。将来的に

そちらに人が集まることを意図されているのかなとも思いましたが。今の植栽の

方向は屋内側から見て弧を描いているような形ですよね。内側の空間の将来的な

使われ方と、この小さな森がどういう関係になるのかもご説明いただければと思

います。 

・要は二面性を持っているのだと思います。内側からは、四季のイロハモミジやヒ

メシャラみたいなもので季節感を与えつつ、外側はどちらかと言うと都市のボリ

ュームに対してしっかり緑量を確保したいのかなと感じました。  

・皆さん、よくシマトネリコを使われるのですが、私自身はあまりお勧めしていま

せん。ソヨゴやアオダモ等在来種に替えませんかというような提案をしています。

ただ、明治通り沿いのこの地域で、あえてシマトネリコを使うという趣旨をご説

明いただければ、納得できるかもしれません。外側は（内側からの背景として）

シマトネリコに固めてもいいのかもしれないなとも考えています。よろしければ

植栽の意図を教えてください。 

（事業者） 

・ありがとうございます。  

・２点目のご質問に関しまして、まさに二面性というか、外から見た植栽、および

内側、居住者側から見た植栽というところで先生のご指摘のとおりです。  

・では、このエントランスホールがどういう空間かと申しますと、この建物は、南

池袋という池袋駅に至便の土地でありながらも、雑司が谷や南側の住宅地にも近

いということで、そういう意味でもある種の二面性を持っていると考えます。こ

の空間をどのように創ろうかと考えたときに、まさに、この緑が見えることもそ

うなのですが、南東向きということもあり陰影を落とす、緑の木陰であるとか姿



6 

が両方見えるような緩衝空間という形を考えました。ですので、ここで雑居に人

が集まるというよりも、ここに入って住宅への落ち着きの一歩目と言いますか、

風景の移ろいを感じられるような空間という考え方で作りこんでいます。 

・そういう意味もあって、周辺緑化を常緑で作っているというのが１つと、シマト

ネリコですが、みんなが使う王道だと言われればおっしゃるとおりだと思います。

ここに８ｍのシマトネリコを置く、では本当にいい樹形のものがあるのかという

問題がありますが、慎重に樹形のいいものを選び、このあたりの街並みに合わせ

ながらもシンボルツリーとなるような、また街並みを先導するようなシマトネリ

コを選植したいという意図で配置しております。簡単ですが、以上です。 

（委員） 

・ありがとうございました。  

（志村部会長） 

・先生、よろしいでしょうか。  

（委員） 

・はい、了解です。 

（志村部会長） 

・では、加藤委員、お願いいたします。  

（委員） 

・ご説明ありがとうございました。色と仕上げについて、質問が３点、意見が１件

ございます。 

・まず１点目ですが、サッシと北側の階段部分の目隠しルーバーの色を教えてくだ

さい。 

・次に、短いながらも窓上がひさし形状になっていますが、上げ裏の色はどうなる

のか教えてください。 

・最後になりますが、南側の真ん中のバルコニーのところのガラスの透明度はどの

ような感じになっているのか教えてください。まず、この３点についてご回答を

お願いいたします。 

（事業者） 

・１点目のサッシの色ですが、現状黒のマットを考えております。Ｎ２０程度にな

ります。階段を囲むルーバーにつきましては、シルバーマットを考えております。

金属をＮ値でお示しするのは難しいですが、５０から６０の間というところです。 
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（委員） 

・大丈夫です。 

（事業者） 

・ひさしにつきましては、立面図でお示しした色と同様に白系のＮ８０で連続する

という形で考えております。申し訳ございません。３点目の質問をもう一度お願

いします。 

（委員） 

・南側の真ん中のガラスの透明度を教えてください。 

（事業者） 

・真ん中のガラス、手すりガラスですかね。  

（委員） 

・そうですね。 

（事業者） 

・それに関しては、住宅と同じように透明を考えております。  

（委員） 

・わかりました。ではそれをふまえての確認ですが、真ん中の南側のバルコニーの

部分ですが、室外機は２段積みにはならないですか。  

（事業者） 

・室外機、２段積みになるところもございます。  

（委員） 

・そうですね。中間階から上はそこまで気にならないとは思いますが、明治通りの

ところが歩道の幅員がなく、かつ反対側の歩道から見たときの３、４階あたりの

中の見え方が非常に住宅然としてしまわないかというところが気になります。例

えばですが、下層階に対するガラスの色の配慮等をご検討いただければと思いま

す。 

・最後に１点意見を申し上げます。南側のエントランスのあたりは石張りで検討さ

れていて、障害者用の駐車場があり、ごみ置き場がある。セットバックしている

とはいえ、その背面となる壁面の部分が今オール塗装になっていて、Ｎ４という

ことですよね。せっかくコーナーに緑や森があるにもかかわらず、そこを抜けた

先、あるいは反対側から来たときの抜けの部分が、沿道の表情としては非常に塞

がれた状況であるように感じます。願わくは、石張りで連続するのがベストだと

思いますが、ルーバーの意匠、上部の開口部のところと合わせて、目地ワークで
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あるとか、エントランス周りとの表情の連続感を近景レベルで考えていただける

と、よりふさわしい、望ましい印象になるように思いました。 

・今回このような立地で、一見住宅らしくなく作られているのは、通りや環境の特

性に配慮されてのことであろうと思います。ニュートラル系の色は、住宅という

用途をあまり感じさせない、すっきりした色でいいとは思うので、その分足元の

街への表情出しというところを詳細に検討いただければと思いました。以上です。 

（事業者） 

・ありがとうございます。発言してもよろしいでしょうか。 

（志村部会長） 

・どうぞ。 

（事業者） 

・非常にありがたいご意見をありがとうございます。  

・まず３点目、バルコニーに関しては、まさに先生のおっしゃるとおりで、室外機

を住宅然とさせないためにはどうすべきか、我々も常々テーマとして考えており

ます。住宅の設備として必要なものが出てきたときに、できるだけミニマムバル

コニーで作りこみながら、軽快な外観を、サッシ等を使って作るというところを

テーマにしております。 

・先程平面図でお示ししたように、バルコニーに対して室外機の置き方は常に９０

度横向きにするということ、２段積みであっても最大限奥まらせる。ミニマムバ

ルコニーではありますが、幅は小さくとも奥行きをしっかり取ったものとします。

給湯器に関しては、やはり外部への排気が必要となります。図で申し上げますと

右側になりますが、給湯器に関しては色が調整できますので、バルコニー全体の

色も落としながらできるだけ影を作り、室外機が街並みに対して悪さをしないよ

うに、暗がりの中で目立たないように配慮し、今後も検討を続けたいと考えてお

ります。 

・１点ご意見をいただきました。足元の南側の石張りから連続して、そこからいわ

ゆる塗装でいいのかというところのご意見も全くそのとおりで、そういった意味

では、東面と南東角に対しては石張りで連続して、ある種ヒューマンスケールの

構えを設けております。そこから先のデザインに関しては、なかなか石張りには

できないところもありますが、上層階のひさしを連続させることでここに圧迫感

を与えない。いわゆるひさしで上層も分割しているのですが、塗装に関しても、

マットかつ少し質感のあるものを選んでいきたいとは思っています。逆に反射性
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のあるものを使わない、チープにならないようにする、また、先生がおっしゃっ

ていたように目地ワークと併せて検討する、そして、このランドスケープの植栽

と併せて、街並みに対して圧迫感を与えないデザインができるのではないかと思

っております。以上です。 

（委員） 

・ありがとうございます。  

（事業者） 

・ありがとうございます。  

（志村部会長） 

・では、私からもよろしいでしょうか。今回、駐車場が悩ましいと思って見ていま

した。南側のいわゆる路地といいますか、２項道路からアプローチするというこ

とになると思うのですが、この道路が一方通行であるわけですよね。まずお聞き

いたしますが、今回の計画では道路に敷地を提供しているのでしょうか。 

（事業者） 

・こちらは４ｍ道路、２項道路になっていますので、既に道路後退という形で完了

して、境界確定はしているという形になっております。 

（志村部会長） 

・そうですか。ちょうど今映していただいている１階の平面図ですが、南側の２項

道路、西のほうに行くと、南側のところの道路幅員が少し狭くなりますよね。こ

れは現状どおりということでよろしいですか。 

（事業者） 

・はい、現状どおりです。  

（志村部会長） 

・そうですね。西の方に行くと、まさに２項道路、路地のような道路で、そこをず

っと車が入ってくるという理解でよろしいでしょうか。  

（事業者） 

・はい。基本的にこちらから一方通行になりますので、動線としては、こちらから

の車両軌跡になっています。 

（志村部会長） 

・ここはどうしようもないところですので、このような計画になるのだろうと思い

ますが、この２項道路を西の方に進んで行くと、いわゆる雑司が谷の長く親しま

れている風景があり、植木鉢が置いてある等、居心地のよさそうな生活空間にな
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っています。そのような周辺の生活景観を壊す、乱すようなことがないように、

丁寧に、駐車場利用者に対する原則や安全会議、ルールを定めていただければと

思います。まず、これが１点目です。  

・次に移りますが、この建物は免震構造ですね。  

（事業者） 

・いや、免震構造ではございません。  

（志村部会長） 

・免震ではないですか。分かりました。 

先程委員から意見が出ていましたが、明治通り沿い、植栽、緑が配置されるのは

いいと思いますが、歩行空間として敷地が少し提供されるというか、歩けるよう

な空間にするということも考えるべきポイントかと思います。ずっと植栽を設け

るということになっているようですが、歩行空間にするということについての検

討はなされなかったのでしょうか。  

（事業者） 

・みどりの条例の関係もございまして、どうしても接道緑化が必要になります。こ

の地域ですと、敷地の周長の１０分の６を緑化、接道することになっております

ので、接道部分に緑地を配置するという考え方が基本にあり、通路という形では

提供していないという考え方につながっております。 

（志村部会長） 

・接道緑化でぎりぎりということですね。南側にも少し接道緑化の長さが確保でき

ればいいのですが、駐車場もありますし、なかなか厳しいというところなのでし

ょうね。 

（事業者） 

・そうですね。どうしても車の車両軌跡等を考えますと、今入れさせていただいて

いる緑地の部分が最大だという考え方になります。 

（事業者） 

・あと、デザインの面からもよろしいでしょうか。 

（志村部会長） 

・どうぞ。 

（事業者） 

・ありがとうございます。歩道上、いわゆる緑地がいいのか、緑道がいいのかとい

うところの議論もあろうかと思います。  
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・先程説明がありましたように、接道という意味でもそうなのですが、この通りを

歩いていきますと、池袋まで明治通りが続きますが、目に見える緑地は少ないよ

うに感じております。今回歩道の幅として人が通れる２ｍ以上を確保しておりま

すが、そこに対して、今回のこの建物がどう街並みに寄与するかということを考

えました。 

・まず緑化をして、そして沿道緑化、角のクールスポットとなる小さな森として緑

化することが街並みへの寄与につながるのではないかと思いました。  

・さらに、今、立面的なデザインで、２層分で石張り、その上を、ある種、住宅の

ひさしで構成していますが、足元に緑化があることで、足元のヒューマンスケー

ルとしても建物を分節できる、かつ親しみのある通りにできるのではないかと考

え、先程の法的な制約もそうですが、デザインと景観的な視点から考えたという

次第です。 

（志村部会長）  

・ありがとうございます。その狙いも大変よく分かります。  

・明治通り沿いの緑地についてもう少し教えてください。自転車とバイクは、明治

通りのほう、北東から入ってきますよね。歩道のところにずっと緑地があります

が、ここは緑地を切って歩道の切下げが行われるのでしょうか。 

（事業者）    

・はい。協議をして切り下げる形になります。 

（志村部会長） 

・バイク置場、地上面は２台のようですが、実際はもっと入るのでしたよね。  

（事業者） 

・２階に。 

（志村部会長） 

・２階にもっと入りますね。  

（事業者） 

・はい。２階に数台、必要台数を入れております。  

（志村部会長） 

・そうですよね。このあたりも悩ましいところであると感じます。先程のご説明に

もありましたが、今回の計画では、歩道に沿ってずっと緑があります。道路上の

公共用地の緑は減らしてしまうことになってしまうので、バイク置場がうまく南

側の路地、２項道路からアクセスができれば、そういったことにはならなかった
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ように思います。そちらもいろいろ検討されたのだろうと思います。分かりまし

た。最初に申し上げた駐車場のところで、生活感のある景観を乱さないようにお

願いしますという、そこがいちばんお願いしたいところです。以上です。  

（事業者） 

・ありがとうございます。  

（志村部会長） 

・先生方、何かございますか。それでは、委員の皆様から、ご意見などがおおむね

出されました。今後は、景観アドバイザー会議において、引き続き協議をお願い

いたします。議事１についての審議を終了します。  

 ここで、説明者の方にはご退出いただきます。よろしくお願いします。  

（事業者） 

・ありがとうございました。  

（事 業 者 退 室） 

 

３.閉会 

（志村部会長） 

・それでは、議事は以上となりますが、事務局から連絡事項がありましたらお願い

します。 

（事務局） 

・事務局でございます。先日、担当からメールをさせていただきました景観資源の

件でご連絡を申し上げます。 

・部会員の先生方におかれましては、事務局推薦として用意をいたしました２１の

指定候補から５件を選んでいただく選定のご依頼を差し上げたところでござい

ます。既にご回答いただいた先生方もいらっしゃいまして、ご協力につきまして

誠にありがとうございました。  

・また、数名の先生からは、候補を選ぶにあたりまして、実際に現地を確認するな

ど、慎重に進めるべきではないかといった貴重なご意見も頂戴したところでござ

います。こちらにつきましては、いただいたご意見を受けまして、現地確認の件

も含めまして、今後の進め方について再度検討をさせていただいているところで

す。昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響もありまして、実際には調整に少

し時間を頂戴している点もありますが、先生方からいただいたご意見につきまし

ては、事務局といたしまして、できるだけ丁寧かつ柔軟に対応してまいりたいと



13 

いうふうに考えておりますので、引き続きのご指導のほど、何卒よろしくお願い

いたします。 

・なお、次回の景観審議会デザイン検討部会につきましては、１０月頃の開催を予

定しております。そこまでには、先程の景観資源、実際に現地を巡る等の日程調

整をさせていただきたく存じます。また、先生方にお選びいただいた５件をご報

告させていただいたうえで、その後実施いたします住民アンケートに向けてご意

見を頂戴したいと考えております。事務局からのご報告は以上です。 

（志村部会長） 

・それでは、第２９回豊島区景観審議会デザイン検討部会を終わります。皆様、お

忙しい中ありがとうございました。ご退出ください。  

（事務局） 

・ありがとうございました。  

（閉会 午後３時４６分） 


